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校長 小木曽 久美子 

 

経営の神様、 パナソニック創業者の松下幸之助さんや、イエローハット創業者の鍵山秀三郎さんが座右の銘

としていた言葉で、「凡事徹底」という言葉があります。特別なことではなく、ごく平凡なことを徹底してやり抜

くという意味です。つまり、物事を成し遂げるには、当たり前のことを当たり前にできるか、徹底してできるか

にかかっているということです。松下幸之助さんは、取引先の企業を訪問された時、経営がうまくいっているか

どうかを瞬時に見抜かれたというエピソードがあります。その理由は、至ってシンプルで、一つめは、 従業員の

「あいさつ」、二つめは、職場の「整理・整とん」、三つめは、トイレなどの「掃除」です。「あいさつ」を交わす

ことで、コミュニケーションの輪が広がりますし、整理・整とんをすることで、すがすがしい気持ちになります。

また、トイレなど職場を美しくすることにより、心が磨かれます。つまり、当たり前のことが当たり前にできる

かで、店の経営が分かるというのです。 

この「凡事徹底」は、学校生活を送る上で、大いに参考になる考え方です。平凡なことでも長い間、ずっとや

り続けていくことで、自分を成長させていくことができます。つまり「繰り返しやり続けること」が重要なので

す。例えば、靴やスリッパを脱ぐとき、きちんと向きを変えて先端を揃えることが自然にできること。食事が終

わって立つとき、席を元の位置にサッと戻せること。学校で来客とすれ違ったら、相手の目を見てからしっかり

立ち止まり、「こんにちは」とあいさつをし、その後丁寧にお辞儀をすること。当たり前のように思われているこ

とすが、ここまで徹底してやることが真の凡事徹底なのです。 

本年度も折り返しとなり、「凡事徹底・・当たり前のことを当たり前に行うこと」を大切に生活してほしいと思

います。「凡事」とは・・・「遅刻をせずに登校する。毎日きちんと登校する。気持ちのいいあいさつをする。礼

儀正しくする。係の仕事に責任をもって取り組む。忘れ物をしない。チャイム着席をする。授業に真剣に取り組

む。課題をきちんとやる。友達・仲間を大事にする。」・・など、まだまだたくさんあります。家ではどうでしょ

うか？「靴を揃える。お手伝いをする。朝、自分で起きる。自分から進んで家庭学習を行う。」・・。このような

「凡事」の積み重ねが、やがて自分の夢の実現という目標を達成するために、大きな力になってくるのです 。こ

の「凡事 」を「徹底」させるためには、自分に妥協せず、進めていくことが必要です。小さなことや当たり前の

ことを大切に積み重ねることができる人は、将来、きっと自分自身が納得のいく結果を得ることができることで

しょう。あいさつや服装、身だしなみ、清掃はもちろん，宿題、これらのことを毎日きちんとできる子ほど、目

標の実現がより確実になります。凡事とは，平凡なことですが、徹底してできるように繰り返すことで将来一人

前の大人としての基礎を築くことにつながっていくのです。 

 

学校教育目標「生き生きと活動する心豊かな子どもの育成」 

○まなぶ子 ○思いやりのある子 ○たくましい子 
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 学校 HPはＰＣから上尾市

→今泉小で検索 スマホで

は右、２次元バーコードか

らでもご覧いただけます。 

「凡事徹底」の大切さ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 主な行事予定 

1 火 講話・児童集会（１０月生活目標・掲示委員会） 

2 水 ２年まちたんけん 

3 木  

4 金  

5 土  

6 日  

7 月 通常日課４時間、個人面談①  

8 火 通常日課４時間、個人面談② 

9 水 通常日課４時間、個人面談③ 

10 木 通常日課４時間、個人面談④ 

11 金 通常日課４時間、個人面談⑤ 

12 土  

13 日  

14 月 スポーツの日 

15 火 なかよしタイム⑥、スクールカウンセラー来校日 

16 水 ６年上尾市陸上競技大会（陸上競技場開催） 

17 木  

18 金 
６年上尾市陸上競技大会予備日（自校開催）、 

さわやか相談員来校 

19 土  

20 日  

21 月 委員会⑥、いずみ学級なかよし交流会 

22 火 特別日課３時間授業（給食なし）、就学時健康診断 

23 水 いきいきタイム⑥ 

24 木  

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木  

11/1 金 特別日課４時間授業（給食なし）、ふれあいコンサート 
※ 予定は変更する場合があります 

１０月行事予定  
さくら連絡網において事前にお伝えしたとお

り、日課・下校時刻の変更となります。ご確認お
願いいたします。 

 
①

 全学年：通常日課４時間授業（給食あり） 

 ※ １３時１０分頃下校 
 

②令和６年１０月２２日（火） 就学時健診 

 全学年：特別日課３時間授業（給食なし） 

 ※ １１時１５分頃下校 
 

③令和６年１１月１日（金） 

全学年：特別日課４時間授業（給食なし） 

※ １２時１０分頃下校 
 

④令和６年１１月７日（木） 

 全学年：給食あり 

 ※ 授業公開なしの学級：１２時５５分頃下校 

   授業公開ありの学級：１４時１５分頃下校 
 
授業公開の学級は、４年２組、５年２組、

５年３組、６年１組、６年２組、６年３組の

６学級となります。 

日課・下校時刻の変更について 

 
埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。 

いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 

相談窓口 ※ 他の相談窓口については、学校だより１１月号に記載させていただきます。 

○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３００ 又は ０１２０－８６－３１９２ 

 保 護 者 用        ０４８－５５６－０８７４          （毎日２４時間） 

 Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp 

 ※ Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から１７時の時間帯に行っています。 

来月は「いじめ撲滅強調月間」です 

 

県では、教育に関する理解を深めていただくた

め、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日

から７日までを「彩の国教育週間」としています。 

埼玉県では、教育に関する理解を一層深めてい

ただくため、「彩の国教育の日」を設け、学校・家

庭・地域が一体となった取組を推進しています。

期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各

種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの

事業が多数実施されます。 

詳しくは県ホームページをご覧ください。 

彩の国教育の日 検索 

＜リンク先＞ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/kyouikunohi/ 

 

１１月１日は「彩の国教育の日」 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/kyouikunohi/

